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届出対象行為 一覧 

行 為  
届 出 の 対 象 規 模  

景 観 計 画 区 域 （ 重 点 地 区 以 外 ）  重 点 地 区  

1）  

建  

築  

物  

＊ 1 

新 築 、増 築 、改 築 又

は 移 転  

イ ） 延 べ 面 積 が 500 ㎡ 以 上 の も の  

ロ ） 高 さ が 10ｍ 以 上 の も の  

ハ ） イ 又 は ロ 以 外 で 開 発 事 業 ＊ 6 の 敷 地

内 の も の  

イ ） 延 べ 面 積 が 250 ㎡ 以 上 の も の  

ロ ） 高 さ が 5ｍ 以 上 の も の  

ハ ）イ 又 は ロ 以 外 で 開 発 事 業 の 敷 地 内 の も

の  

外 観 を 変 更 す る こ

と と な る 修 繕 若 し

く は 模 様 替 え 又 は

色 彩 の 変 更  

二 ） イ 又 は ロ に 該 当 す る も の の う ち 、 各

立 面 の 外 観 の 変 更 面 積 が 壁 に お い て は

1／ 3 以 上 か つ 45 ㎡ 以 上 、屋 根 に お い

て は 1／ 3 以 上 か つ 10 ㎡ 以 上 の も の  

ホ ） ハ に よ る 届 出 で 景 観 計 画 の 適 合 を 受

け た も の の う ち 、 各 立 面 の 外 観 の 変 更

面 積 が 壁 に お い て は 1／ 3 以 上 若 し く

は 45 ㎡ 以 上 、 屋 根 に お い て は 1／ 3

以 上 若 し く は 10 ㎡ 以 上 の も の  

ニ ）イ 又 は ロ に 該 当 す る も の の う ち 、各 立

面 の 外 観 の 変 更 面 積 が 壁 に お い て は 1

／ 4 以 上 か つ 20 ㎡ 以 上 、 屋 根 に お い て

は 1／ 4 以 上 か つ 5 ㎡ 以 上 の も の  

ホ ）ハ に よ る 届 出 で 景 観 計 画 の 適 合 を 受 け

た も の の う ち 、各 立 面 の 外 観 の 変 更 面 積

が 壁 に お い て は 1／ 4 以 上 若 し く は 20

㎡ 以 上 、屋 根 に お い て は 1／ 4 以 上 若 し

く は 5 ㎡ 以 上 の も の  

2） 工 作 物 ＊ 2 の 新 設 、  

増 築 、 改 築 、 移 転 、 外

観 を 変 更 す る こ と と な

る 修 繕 若 し く は 模 様 替

え 又 は 色 彩 の 変 更  

イ ）擁 壁 の 高 さ が 2ｍ 以 上 か つ 長 さ が 20

ｍ 以 上 の も の  

ロ ） 高 さ が 10ｍ 以 上 の も の  

ハ ） 築 造 面 積 ＊ 7 が 500 ㎡ 以 上 の も の  

二 ） 各 立 面 の 外 観 の 変 更 面 積 が １ ／ 3 以

上 か つ 45 ㎡ 以 上 の も の  

イ ） 擁 壁 の 高 さ が 2ｍ 以 上 か つ 長 さ が 10

ｍ 以 上 の も の  

ロ ） 高 さ が ５ ｍ 以 上 の も の  

ハ ） 築 造 面 積 が 250 ㎡ 以 上 の も の  

二 ）各 立 面 の 外 観 の 変 更 面 積 が １ ／ 4 以 上

か つ 20 ㎡ 以 上 の も の  

3） 開 発 行 為 ＊ 3 イ ） 面 積 が 500 ㎡ 以 上 の も の  イ ） 面 積 が 500 ㎡ 以 上 の も の  

4） 土 地 の 形 質 の 変 更 ＊ 4 イ ） 面 積 が 500 ㎡ 以 上 の も の  イ ） 面 積 が 250 ㎡ 以 上 の も の  

5） 木 竹 の 植 栽 又 は 伐 採  イ ） 面 積 が 500 ㎡ 以 上 の も の  イ ） 面 積 が 250 ㎡ 以 上 の も の  

6） 屋 外 に お け る 土 石 、 廃

棄 物 、再 生 資 源 そ の 他 の

物 件 の 堆 積 ＊ 5 

イ ） そ の 用 に 供 さ れ る 土 地 の 面 積 が  

500 ㎡ 以 上 、 又 は 高 さ が 1.5ｍ 以 上

の も の  

イ ） そ の 用 に 供 さ れ る 土 地 の 面 積 が  

500 ㎡ 以 上 、 又 は 高 さ が 1.5ｍ 以 上 の

も の  

７ ） そ の 他  イ ） 上 記 の ほ か 、 法 令 等 に よ り 届 出 が 必 要 な も の で 、 延 べ 面 積 10 ㎡ 以 下 の 増 築 、 改

築 及 び 移 転 以 外 の も の  → 長 期 優 良 住 宅 の 認 定 に 係 る 建 築 物  

＊ １  建 築 物 （ 建 築 基 準 法 第 ２ 条 第 １ 項 ）  

→ 土 地 に 定 着 す る 工 作 物 の う ち 、 ① ： 屋 根 が あ っ て 柱 若 し く は 壁 の あ る も の 、 ② ： ① に 付 属 す る 門 ・ 塀 、

③ ： 観 覧 の た め の 工 作 物 、 ④ ： 高 架 の 工 作 物 内 に 設 け る 事 務 所 ・ 店 舗 ・ 興 行 場 ・ 倉 庫 な ど 、 ⑤ ： ① か ら
④ の 建 築 設 備 、 を い う 。  

＊ ２  工 作 物 （ 建 築 基 準 法 第 88 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 そ の 他 の 工 作 物 ）  

→ 煙 突 、 広 告 塔 、 高 架 水 槽 、 擁 壁 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 工 作 物  
→ 昇 降 機 、 ウ ォ ー タ ー シ ュ ー ト 、 飛 行 塔 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 工 作 物  
→ 製 造 施 設 、 貯 蔵 施 設 、 遊 戯 施 設 等 の 工 作 物  

→ そ の 他 の 工 作 物 ： 載 置 式 の 一 層 二 段 等 の 自 走 式 自 動 車 車 庫 、駐 車 機 及 び こ れ に 付 設 す る 入 出 路 等 を い う 。 

＊ ３  開 発 行 為 （ 都 市 計 画 法 第 ４ 条 第 12 項 ）  

→ 主 と し て 建 築 物 の 建 築 ま た は 特 定 工 作 物 の 建 設 の 用 に 供 す る 目 的 で 行 う 土 地 の 区 画 形 質 の 変 更 を い う 。  

＊ ４  土 地 の 形 質 の 変 更  

→ 自 動 車 の 駐 車 及 び 通 行 の 用 に 供 す る 土 地 等 で 行 う 土 地 の 形 状 及 び 性 質 の 変 更 を い う 。  

＊ ５  屋 外 に お け る 土 石 、 廃 棄 物 、 再 生 資 源 そ の 他 の 物 件 の 堆 積  

→ 土 石 の 堆 積 ： 一 定 期 間 を 経 過 し た 後 に 除 却 す る こ と を 前 提 と し た 、土 石 を 一 時 的 に 堆 積 す る 行 為 を い う 。 

→ 廃 棄 物 ： 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 廃 棄 物 を い う 。  
→ 再 生 資 源 ： 資 源 の 有 効 な 利 用 の 促 進 に 関 す る 法 律 第 2 条 第 4 項 に 規 定 す る 再 生 資 源 を い う 。  
→ そ の 他 の 物 件 ： 資 材 等 を い う 。  

＊ ６  開 発 事 業  

→ 三 郷 市 開 発 事 業 等 の 手 続 等 に 関 す る 条 例 第 ２ 条 に 規 定 す る 開 発 事 業 を い う 。  

＊ ７  築 造 面 積  

→ 工 作 物 の 水 平 投 影 面 積 （ 自 動 車 の 駐 車 及 び 通 行 の 用 に 供 す る 部 分 が あ る と き は 、 そ の 用 に 供 す る 面 積 を
含 む 。） を い う 。  


